
長崎県消費者被害防止ネットワーク情報
国民生活センターからの情報です

配信日 令和７年３月２４日

坂道や道路での
ペダルなし二輪遊具の

幼児の事故に注意！
〈 内 容 〉

●坂道での転倒した事例

ペダルなし二輪遊具で、坂道の下りきったところで、路肩に乗り上げ、排水溝の

鉄網に前のめりに頭から転倒し、頭蓋骨骨折。

●坂道で衝突した事例

保護者と公園でペダルなし二輪遊具で遊んでいた。

下り坂でスピードがあがった状態で鉄柵に激突し、両側下顎骨骨折、前額部挫創。

●道路で自動車と接触

保護者がベビーカーを押して横断歩道を渡り、後ろから幼児がペダルなし二輪

遊具でついて来ていた。

保護者が横断歩道を渡りきって振り返ると、左折した乗用車にぶつかった音が

聞こえ、幼児が路上に倒れ、頭部から出血していた。

★ 消費生活センターからのアドバイス

●ペダルなし二輪遊具は、坂道や道路など使用が禁止されている場所があります。

・保護者は取扱説明書の内容を確認し、使用が禁止されている場所では使用させ

ないようにしましょう。

●ペダルなし二輪遊具で坂道を滑走してしまった場合、傾斜によっては短い距離

でも一般の自転車と同等の速度になります。

・坂道では使用させないようにしましょう。

●ペダルなし二輪遊具は子どもだけで使用させず、必ず保護者等が立ち会い、

子どもから目を離さないようにしましょう。

●自動車の周辺ではペダルなし二輪遊具を使用させないようにしましょう。

※ おかしいなと思ったら、すぐに家族や警察、最寄りの「消費生活センター」
または「消費生活相談窓口」にご相談ください。

警戒情報

困ったときは、一人で悩まずに、早めに相談を

全国共通ダイヤル ☎１８８ （イヤヤ）
市町・県の「消費生活センター」や「消費生活相談窓口」につながります

長崎県消費生活センター ０９５－８２４－０９９９
[相談受付] 平日（月～金） 9:00～12:00、13:00～17:00
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